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原子力安全基準・指針専門部会 体系化検討小委員会 

格納容器問題検討ＷＧ 第６回会合 

議事次第 

 

１．日時 平成２２年２月１６日（火）１４：００～１６：２５ 

 

２．場所 中央合同庁舎第４号館 共用第２特別会議室 

 

３．議題 

 （１）格納容器問題検討ＷＧ報告書について 

 （２）その他 

 

４．配付資料 

 格納ＷＧ第６－１号    第５回会合における指摘事項について 

 格納ＷＧ第６－２号    格納容器問題検討ＷＧ報告書（案） 

 参考資料第６－１号    格納容器健全性の評価手法 

（格納ＷＧ第１－２－４号改２） 

 参考資料第６－２号    安全評価指針におけるＦＣＳ関連の評価・関係 
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出 席 者 

 

●委員 

  △阿部 清治       梶本 光廣       可児 吉男 

  ◎藤城 俊夫       丸山  結       村松  健 

   渡部  厚 

 

注）◎：主査、△：主査代理 

 

●原子力安全委員会 

   早田 邦久       久木田 豊       久住 静代 

 

●説明者 

   辻倉 米蔵（電気事業連合会 顧問） 

   宮田 浩一（電気事業連合会） 

   吉原 健介（電気事業連合会） 

 

●事務局 

   日高 昭秀       菊川 明広       佐藤 博之  

   小林 冬実       佐々木 誠       吉村 邦広 
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午後 ２時００分 開会 

○藤城主査 それでは、所定の時間がまいりましたので、格納容器問題検討ワー

キンググループ第６回の会合を開催させていただきます。 

 毎回申し上げておりますけれども、本会合は公開とさせていただきまして、ご

発言内容は速記録として残すことにさせていただきます。そのためご発言が重な

らないように、進行役の指名後ということでよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず定足数の確認と配付資料の確認をお願いいたします。 

○佐藤安全調査官 それでは、定足数の確認をさせていただきます。 

 本ワーキンググループの構成員は、専門委員７名であり、そのうち専門委員の

２分の１以上の４名が定足数となります。現在７名の専門委員が出席しており、

定足数に達しております。 

 資料の確認の前に、今回、事務局の担当に異動がありましたので、ご紹介させ

ていただきます。 

○日高管理官 与能本管理官の後任として着任いたしました日高です。よろしく

お願いいたします。 

○佐藤安全調査官 それでは、お手元にお配りした資料の確認をさせていただき

ます。 

○小林課員 配付資料ですが、まず座席表、議事次第、そして格納ＷＧ第６－１

号としまして、第５回会合における指摘事項について、格納ＷＧ第６－２号とし

まして、格納容器問題検討ＷＧ報告書（案）と、それからもう１部、格納ＷＧ第

６－２号という右上番号の下に括弧書きで見え消し版と書かれている資料。参考

資料第６－１号としまして、格納容器健全性の評価手法、参考資料第６－２号と

しまして、安全評価指針におけるＦＣＳ関連の評価・関係、それから前回格納容

器ワーキンググループの速記録、常備資料としまして、緑のファイルには体系化

小委員会の資料、青のファイルには前回までの格納容器問題検討ワーキンググル

ープの資料、指針集を用意してございます。 

 本日の資料は以上となってございます。お手元の資料に不足はございませんで

しょうか。過不足がございましたら事務局までご連絡ください。 

 以上です。 

○藤城主査 よろしいでしょうか。 
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 それでは、最初に第５回会合における指摘事項について事務局からご説明をお

願いいたします。 

○佐藤安全調査官 それでは、格納容器ＷＧ第６－１号に基づいてご説明させて

いただきます。 

 この資料については、前回第５回会合における指摘事項ということで意見をま

とめさせていただきました。 

 下の表につきましては、左側に意見、右側に対象箇所という形で記載させてい

ただいておりますが、対象箇所につきましては、前回報告書の３章をご検討いた

だいたということで、その報告書の対象の番号を記載させていただいております。 

 今回の報告書におきましては構成等変えておりますので、今回の報告書では２

章に該当するということでご理解いただけると助かります。 

 主な意見についてご紹介させていただきたいと思います。 

 １ページ目の２つ目のタイトルでＢＷＲ格納容器の不活性化とＦＣＳの必要性

の有無において、最初の・で不活性化というのは水の放射線分解としての関連と

いうよりも、初期の金属－水反応による水素の発生に対しての対策という位置付

け。通常運転から設計基準事象、シビアアクシデントを含めて可燃性ガスへの対

応というのは、「格納容器の不活性化と、通常運転に対するオフガス系統で対応

ができる。」と言うべき。 

 その２つ降りまして、「不活性化により初期の酸素濃度を下げることによって、

放射線分解による酸素が出てこない限りは可燃限界にならない。」のが不活性化

の特徴。「可燃限界に至るまでの時間が長いので、再結合器を設置しなくても別

の手段があるのではないか。」という意見がありました。 

 その２つ下で、「水素燃焼は酸素濃度によって律速されるので、最初から窒素

があるＢＷＲの格納容器では酸素濃度が水素燃焼を制限する。」ことが大きな特

徴である。すなわち、放射線分解が不活性化による影響を受けるのではなく、放

射線分解による酸素の発生が可燃限界との関係において大きな意味を持つという

意見がありました。 

 他に２ページの方にいきまして、仮想事故のソースターム、Ｇ値につきまして

は、２つ目の・で、今回はシビアアクシデントとＤＢＡとを分けて考えようとし

ている。シビアアクシデントに関するものは、本来あるべき形として合理的に全
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てＰＳＡ等の手法によって考えていこうとしている。ＤＢＡの条件で発生し得る

シナリオをなるべく合理的に包絡するような条件で考えるべきであり、このＤＢ

Ａの条件を使ったのは基本的に正しい方向。 

 また、その下の・で、Ｇ値あるいは放射線分解を評価するためのＦＰ放出量は、

あくまで放射線分解を保守的に評価するために用いている仮定という理解が正し

いと思う。これを被ばく評価に使うわけではないというような意見が出ておりま

す。 

 その下から３つ目の・ですけれども、「非機構論的な解析条件が要求されてい

るためである。」と書いてあるのは、まさに仮想事故のソースタームと３０日間

の評価に対し、そういうものを使っているからだと、言っている。 

 その下に、いろいろな条件としてソースターム、３０日間の評価期間において、

「実際の沸騰の停止やさまざまな現実的な条件をもろもろ考慮すると、実際には

その可燃限界にはほとんど至ることがない。」との説明をしているという説明も

ありました。 

 他には、３ページ目にいきまして５つ目の・ですけれども、ソースタームを現

行のまま、評価期間は３０日のままで、あと沸騰も現実的に見直すとした時にソ

ースターム、よう素がたくさん出るとＧ値は沸騰が止まってもゼロにならず、３

０日間の期間以内に確実に燃焼限界に至るという説明がありました。 

 その他には、大きなところでは４ページ目ですけれども、（２）の１つ上の・

ですが、この指針体系化の中で、仮想事故相当であるＦＣＳの問題、中央制御室

の問題、立地の問題、格納容器系のモニタの設計の問題、あと決定核種判別法が

同じ土俵で全部「その重要性に鑑みて。」の一言で同じに扱われている。これら

だけが通常で言うＤＢＡの事故の規模、ソースタームを超えた特殊な条件になっ

ている。体系化の中で水平展開する時に一番のポイントとなるというコメントが

ありました。 

 （２）につきましては、５ページの下から２つ目の・で、格納容器問題のワー

キングは最終的には指針の改訂等にまで踏み込む必要がある。可燃性ガス処理装

置についての規定をどうするかの判断の材料はかなりそろっている。ＤＢＡとい

う言い方を用いたが、そこについての判断の材料はこのワーキングとしては十分

提供できた。心配なのは、既設炉の設計では十分だと思うが、新設炉とか新型炉
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に対してクリアではないこと、という意見がありました。 

 主な指摘事項については以上です。 

○藤城主査 それでは、ただいまのご説明の内容についてご質問等ございました

らお願いをいたします。 

 よろしいでしょうか。今までのご発言を事務局として要約したというところで

ございますけれども。 

 特に指摘がなければ、これは一応参照いただきながら次の格納容器問題検討ワ

ーキンググループ報告書の議論に移りたいと思います。 

 それでは、この報告書（案）について事務局からご説明をお願いします。 

○日高管理官 それでは、まず前回の報告書から改訂の概要について簡単にご説

明させていただきます。 

 前々回の１２月１４日の第４回ワーキンググループでは全体を、それから前回

の１月１９日の第５回ワーキンググループでは、当時第３章でしたけれども、検

討対象課題に関する現状の整理の章についてのみ議論をさせていただきました。 

 今回第６回では、可燃性ガス濃度制御に関する現行要求の妥当性ならびに改訂

の方向性に関する検討、今３章になっていますが、以前は４章でした。この章を

中心に加筆するとともに、文章全体について再構成を行いました。 

 例えば、以前２章にあったものは１章に移すとか、以前２．２章でしたけれど

も、その分を削除といった変更を行いました。 

 それから、改訂の方針なんですけれども、基本的にワーキンググループの方針、

すなわち具体的な指針の改訂を考えるのではなくて、現在も課題になっている特

別な課題を検討して技術的な議論をきちんと積み上げて、その過程で指針の体系

化、一般に有効な考え方を導くことということで、技術的な議論を積み上げると

いうところにポイントを置いて改訂を行いました。 

 第４回のワーキンググループでご指摘のあった点ですが、検討の視点、これは

体系化のところでリスク情報の活用ですとか多重防護との関連付けとかあったわ

けですが、これはコメントに基づきまして削除いたしました。 

 また、シビアアクシデントに係る課題を検討するといったものもありましたけ

れども、これも削除いたしました。 

 それから前回のワーキンググループでご指摘のあった点ですが、ＢＷＲ格納容
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器の不活性とＦＣＳの必要性の有無に係る技術的背景ですとか、仮想事故のソー

スターム使用やＧ値の保守性に係る技術的背景を加筆しました。 

 また、ＤＢＡ、beyond ＤＢＡ、それから炉心損傷を伴う、伴わないといった

事故をあらわす言葉の定義についても注意を払うことといたしました。 

 それとＦＣＳは何のために設置されたのかですとか、米国ではＦＣＳはなぜ不

要になったのか、このワーキンググループでは何をどう検討したのかといったと

ころにもポイントを置いて修正を行いました。 

 それと、ＦＣＳを不要とした場合の代替機能の必要性ということで、窒素ガス

によるパージによって可燃性ガス濃度制御を行う場合の被ばく評価についても検

討を行いました。 

 本報告書なんですけれども、過去のワーキンググループで議論して合意した事

項のみを記載しているわけではなくて、事務局はワーキンググループの間にワー

キンググループの委員から得た情報等を基に作成している部分も若干含まれてお

ります。まだ十分に議論されていない点が一部書かれているということで、どう

しても合意できない部分等ございましたら変更可能ですので、そういった視点で

見ていただければありがたいと思っております。 

 引き続き、佐藤から報告書の改訂についてご説明させていただきます。 

○佐藤安全調査官 それでは、格納ＷＧ第６－２号に基づいてご説明させていた

だきます。 

 お手元の資料には第６－２号ということで改訂を反映したもの、それと見え消

し版という形で２つご用意させていただいておりますので、いずれかご覧いただ

ければと思います。 

 それでは、第６－２号のまず表に表紙、それと目次という形でつけ加えており

ます。 

 まず第１章のところですけれども、第４回会合の報告書で第２章にありました

検討課題と指針類体系化の方向性との関連というものを最初に持ってきて「指針

類体系化の方向性」としております。ここで平成１５年度に作成されました報告

書での指針体系化の方向性の定義について記載を行っております。 

 その中の科学的合理性に照らして解決すべき具体的な課題が体系化小委員会に

提示されたのを受けて検討を開始しています。 
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 以前の第２章につきましては、「検討の視点」という形で記載しておりました

が、先ほど説明がありましたけれども、ここでの記載は割愛しまして４章の方で

視点の幾つかについて触れるというような形で検討を行っております。 

 次に、２章についてご説明させていただきます。 

 ２章については、第５回会合で検討していただきました「検討対象課題に関す

る現状の整理」について、全体的に見直しを行っております。 

 まず、大きな変更点としましては５ページになりますが、２．１．２格納容器

雰囲気の不活性化と可燃性ガス濃度制御系についてご説明させていただきます。 

 ここでは、ＢＷＲの格納容器雰囲気については、通常運転中は窒素により不活

性化されており、酸素濃度を３．５～４％以下に保つことを保安規定上の制限と

しております。これは前回ご紹介しました参考資料１に示します歴史的経緯にあ

りますように、我が国では当初より行われております。 

 ＬＯＣＡ時の水－ジルコニウム反応による水素発生につきましては、運転操作

等で対処できないほど短時間で終了すると予想されており、これによって可燃限

界に到達する可能性がある場合、通常運転中の不活性化によってあらかじめ酸素

濃度を低減しておくということが防止策として有効であると考えられました。 

 これに対して、その後の設計や安全評価手法の進展により、設計基準ＬＯＣＡ

時の水－ジルコニウム反応のみでは可燃限界に到達しないということが明確に示

されるようになりまして、一時期、個別審査において通常運転中の不活性化を廃

止するということが検討されております。 

 しかしながら、原子力安全委員会においては、ＴＭＩ事故の教訓を踏まえまし

て、「我が国の安全確保対策に反映させるべき事項について」におきまして、以

降の安全審査におけるＢＷＲ格納容器については、現在の安全性をより一層向上

させるため不活性化し得る設計であるということを求めておりまして、もしも設

計基準ＬＯＣＡを上回る規模の燃料損傷を伴う事故が発生した場合においても、

通常運転中の不活性化が可燃限界への到達を防止ないしは遅延する上で有効であ

るという判断に基づいております。 

 その後、米国において水の放射線分解によって発生する水素と酸素が蓄積し、

事故発生から長時間経過した後に格納容器可燃限界に達することを防止するため

に可燃性ガス濃度制御要求制定の動きが進んできたことを背景としまして、既設
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のプラントを含め全てのＢＷＲに可燃性ガス濃度制御系が設置されるということ

になっておりますということで書き加えております。 

 その次に大きく変更させていただいたのは、９ページになりますが、２．１．

４解析結果の概要及び現行の可燃性ガス濃度制御系の設備概要についてというと

ころになります。 

 ここでは、ＢＷＲの格納容器は不活性化されており、水－ジルコニウム反応に

よる水素の発生のみでは可燃限界に至ることはなく、水の放射線分解によって発

生する水素及び酸素の蓄積によって、初めて可燃限界に至る可能性が生じます。 

 保守的評価を要求している現行指針の要求に従い、かつ従来、事業者によるＢ

ＷＲの安全評価において用いられた条件を用いますと、評価対象期間以内に判断

基準に到達するという結果になり、格納容器の内部の不活性化、または必要な場

合、再結合等による可燃性ガス濃度の制御が必要となっています。このための可

燃性ガス濃度制御系として、我が国のＢＷＲのほとんどでは電気加熱式の再結合

器が設置されており、その構成例として、こちらは１３ページになりますけれど

も、図２－１という形で構成例を記載させていただいております。 

 図２－１につきましては、柏崎刈羽７号機の系統図という形で概要が載せられ

ておりまして、破線の部分は可搬式の再結合装置ということで、ブロワ、加熱器、

再結合器という形で構成されております。 

 一方、中国電力の島根１号機におきましては、不活性雰囲気を維持するための

格納容器雰囲気希釈系が設置されておりまして、その構成図につきましては図２

－２という形で同じく１３ページに記載されております。 

 ここでは左上に液体窒素貯蔵タンク及び蒸発器というものが設置されておりま

して、ここから窒素が供給、ドライウェル及びサブレッション・チェンバに窒素

が常時供給され、中の可燃性ガスの希釈を行って、非常用ガス処理系を経て排気

筒へ導くというような形の系統になっております。こういう構造のため、ＬＯＣ

Ａ時の被ばく評価におきましては、パージの寄与というものをここでは考慮して

いるというような形になっております。 

 その次に変更させていただいたのは、１６ページになります。ＰＷＲにおける

電気ヒーター式格納容器水素再結合装置というものを掲載しております。 

 また、２．３の可燃性ガス濃度制御に関する事業者による見解におきましては、



－10－ 10

ＢＷＲの事故においては水－ジルコニウム反応による初期発生水素は少なく、ま

たＥＣＣＳが多重に装備されているため、崩壊熱の減少に伴い炉心部での沸騰が

停止し、水の放射線分解による可燃性ガスの発生は停止します。従って、現実的

には可燃限界には至らず、ＦＣＳが必要になることはない。 

 もう一点、事故時に発生した可燃性ガスを事故後の復旧作業の中で処理するこ

とは、いわゆる常用系である気体廃棄物処理系や不活性ガス系を経由し、非常用

ガス処理系を利用することで対応できます。そのような場合でも、放射性物質が

十分減衰することから、追加的な被ばくは相対的に十分小さい範囲で処理が可能

である。 

 格納容器の機能の重要性に鑑みて、可燃性ガス濃度設備を保守的に設定し、そ

の条件設定として現行のＥＣＣＳ－ＤＢＡ条件を上回る事象を考慮する場合にお

いても、事象初期の比較的短期間に起こる水－ジルコニウム反応による水素発生

を重視すべきである。 

 これに対して、ＢＷＲにおきましては、格納容器を不活性化していることが極

めて有効であり、またＰＷＲでは格納容器の体積の大きさで余裕を確保できてお

ります。 

 更に、シビアアクシデントにより初期に大量により発生する水素に対しても不

活性化が有効であります。 

 また、シビアアクシデントでは事故後、短期に生じる加圧事象等が格納容器の

主たる脅威であり、そのような脅威をくぐり抜けた後にゆっくり発生する水の放

射線分解による可燃性ガスが格納容器の脅威となる事故シーケンスは極めて限定

的であるということで、既に整備されているアクシデントマネジメントを活用す

ることで対処可能であり、リスク低減の観点からはＦＣＳは寄与しないというこ

とが言える。 

 以上のことから、不活性化した格納容器に対する可燃性ガスの要件の見直しを

含め、シビアアクシデントへの配慮も勘案し、可燃性ガスに関する指針を体系的

に整理することが望ましいという形で書いております。 

 その次に大きな変更があったのは、２１ページになりますが、２１ページに前

回、ＢＷＲについての評価のみ載せてありましたけれども、ＰＷＲの格納容器温

度、圧力の評価という形で書き加えております。 
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 こちらについては２．５．２で安全評価指針における要求という形で、格納容

器設計用の想定事象についてもＢＷＲ、ＰＷＲで共通に原子炉の設計基準事象の

「事故」に位置付けられており、２．４．２に示すとおりという形であります。 

 実際の安全評価条件については、事業者は以下の仮定を採用しているというこ

とで、１つは破損口からの冷却材流出モデルとして流量を保守的に評価するモデ

ルを採用しております。 

 また、格納容器の圧力・雰囲気温度の解析については、格納容器自由体積、ヒ

ートシンク、雰囲気と構造材間の熱伝達係数として保守的に小さめの値を設定し

ています。 

 また、雰囲気と格納容器壁の内表面の熱伝達率については、田上－内田の式に

基づく凝縮熱伝達率相関式によって評価をしております。 

 また、格納容器壁の外表面については断熱条件という形で評価を行っておりま

す。 

 それに基づいた解析結果につきましては、格納容器内圧力については、一次冷

却材配管の大口径、両端破断発生後、破断流の格納容器内への放出に伴って圧力

が上昇するものの、ヒートシンク及び原子炉格納容器スプレイの開始による除熱、

再冠水による炉心のクエンチに伴う原子炉格納容器内へのエネルギー放出の減少

により、ピーク値を迎え、その後緩やかに降下するというような形になります。 

 また、格納容器雰囲気温度については、最高使用温度を超えず、安全評価指針

の条件を満たすことを確認している。ただし、格納容器雰囲気温度が最高使用温

度に近い一部のプラントについては、参考に格納容器壁面温度についても解析し、

壁面温度のピークが雰囲気温度に対して十分低いということを示した解析例もあ

ります。 

 これらの結果に基づいて、事業者による見解が２２ページに記載されておりま

す。 

 ここでは、格納容器使用温度、最高使用圧力の考え方及び上記の審査の実績を

踏まえて、安全評価審査指針付録Ⅰの３．４．１（５）を改訂し、格納容器構造

健全性評価における最高使用温度以下に制限されるべき対象を格納容器内温度で

はなく、格納容器構造材温度とすることが適切であるとしています。 

 ２章については以上です。 
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○藤城主査 一応ここで、前回検討したところのフォローアップというところで

すので、ここで一たん切ってご質問あるいはご意見を求めたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 丸山委員、どうぞ。 

○丸山委員 ちょっと確認だけなんですけれども、１６ページの２．３の事業者

の見解のところの（１）なんですけれども、最後で、「現実的には可燃限界には

至らず、ＦＣＳが必要になることはない」というのは、要するにＥＣＣＳ－ＤＢ

Ａのような条件を使った場合というふうに理解すればよろしいんでしょうか。 

○藤城主査 これは前回のあれにも書いてあるんですが。電事連の方、何か。 

○説明者（電気事業連合会 宮田） ご確認のとおりです。 

○藤城主査 よろしいですか、丸山委員。そういう意図であるという確認をした

と。 

 阿部委員、どうぞ。 

○阿部委員 今のところなんですが、実は私もちょっと気になりまして、例えば

２．３の（１）のところでは「ＢＷＲの事故においては」と書いてあって、この

事故がどういう事故なのかというのはここで読むと余りはっきりしないんですね。 

 それから、そのすぐ下のところにも、「事故時に発生した」云々とあるんです

が、いわゆる常用系であるオフガス系でやるんだというふうに書いてあるんです

が、この場合も、ちょっと極端なことを言えばシビアアクシデントなんかまで含

むのかというようなことに関してちょっと分かりにくいんですね。 

 これは実は、１７ページのところだとむしろ非常にクリアになって、ＥＣＣＳ

－ＤＢＡ条件となって、これはクリアなんですが、だけどこれのデフィニション

そのものはずっと後ろに出てくるんですね。 

 あと、その下のところにシビアアクシデントという言葉が初めて出てくるしと

いうことで、全然まとまらないですが、事故とかの定義、これをもうちょっとコ

ンシステントにやってほしいなというふうに思っています。 

○藤城主査 よろしいでしょうか。その辺の書きぶりを少し工夫された方がいい

というコメントなんですが、いかがでしょうか。 

○説明者（電気事業連合会 宮田） 我々としてはそういうことで対応できると

思っております。 
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○藤城主査 その辺は後ほどまた案をいただいて確認をするということにいたし

ます。 

 他に、いかがですか。 

 一応、前回議論をいたしましたので、その後の検討になってまたこことの関連

が出てきたところでご意見をいただくということにいたして、先に進みたいと思

います。 

 それでは３章の方、今日のメインとなるところですけれども、ご紹介をお願い

いたします。 

○佐藤安全調査官 それでは、２３ページの３章の方からご紹介させていただき

ます。 

 可燃性ガス濃度制御に関する現行要求の妥当性ならびに改訂の可能性に関する

検討ということで、３．１．１のところで現行の規制要求の妥当性ということで

記載させていただいております。 

 ここでは、現行指針におけるＦＣＳの性能評価のうち、可燃性ガスの発生の評

価条件として、ＥＣＣＳ性能評価結果に比較して厳しい結果を初期条件として設

定しており、ＥＣＣＳ機能低下をある程度カバーする意味で深層防護の第３層の

厚みを増すことを意図して保守的に構成されております。現行指針が定められた

時点では、リスク情報が十分に得られておらず、発生し得る事象シナリオの網羅

性、その解析性能に限界があったということで、アプリオリに厳しい条件設定が

与えられて、可燃性ガスの発生の評価を求めることに一定の合理性・必然性があ

ったと考えられます。その条件として採用されたＥＣＣＳ－ＤＢＡを超える水－

ジルコニウム反応による水素発生とＥＣＣＳ－ＤＢＡを超える仮想事故相当のソ

ースタームによる水の放射線分解による水素・酸素の発生とのシナリオにおきま

しては、比較的短い時間で水素・酸素濃度は可燃限界に至るということで、ＦＣ

Ｓを設置・維持してきているというのが現状という形になります。 

 しかしながら、リスク情報が規制判断の参考とし得る程度に充実してきた現在

におきましては、現行の評価条件として設定されたシナリオのプラント全体の安

全性に占める重要性についても把握することが可能となっており、またＥＣＣＳ

機能低下を考慮した設計基準事象を超えるシナリオについては、現行のシナリオ

のみならず複数のシナリオを包含する形でリスク情報で補完されるとすれば、第
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３層としての有効性確認としてＥＣＣＳ－ＤＢＡの条件をベースとして評価する

ことも一つの解となり得ると考えられる。 

 ３．１．２については、現行の規制要求による解析結果の主要因ということで、

ＢＷＲやアイスコンデンサ型のＰＷＲでＦＣＳが必要となるのは、保守的な評価

条件の下、長期間に亘る評価が要求されているために水の放射線分解による可燃

性ガスの蓄積により、可燃限界を超過するためと考えられます。すなわち、ＦＣ

Ｓのような水素処理装置は、水の放射線分解のような緩やかな可燃性ガスの発生

に対応する目的で設置されております。なお、島根１号炉のＣＡＤ系については、

水素もしくは酸素濃度の上昇速度を低下させる目的で設置されております。 

 また、水の放射線分解については、現行の可燃性ガスの発生解析では、よう素

の水素・酸素の再結合阻害効果を見込んでいるため放射線エネルギーあたりの可

燃性ガス発生量は多めに見積もっておりますが、通常運転中では、崩壊熱に比較

して大きな定格出力時に発生する放射線場に大量の水素・酸素が発生しており、

冷却材喪失事故が直接の原因となっているわけではない。なお、安全評価審査指

針では、放射線分解を多めに評価するために仮想事故相当の格納容器内への放射

性物質の放出を仮定しておりますが、事業者の実施している解析では、放射線分

解を多めに評価する効果は、結果的にはよう素の阻害効果のみが効いているとい

うような評価になっています。 

 そこで、ＡＢＷＲの可燃性ガスの発生において、仮想事故のソースタームの仮

定をやめ、ＥＣＣＳ－ＤＢＡに対する現実的なソースタームによる評価結果に着

目すれば、Ｇ値のよう素阻害効果がなくなることにより、可燃限界への到達時間

が長くなり、更に崩壊熱の減少及びＥＣＣＳ等による注水機能が有効に働くこと

による沸騰停止の影響を考慮すれば、可燃限界到達前に放射線分解による水素・

酸素の発生はほぼ０になり、可燃性ガスのさらなる蓄積はなくなるとの評価結果

が得られております。 

 このことからＥＣＣＳ－ＤＢＡに対する現実的な条件については、不活性化が

なされているとすれば、ＦＣＳは安全評価審査指針の「事故」の範疇の事象にお

いて有効性が見られないということが示唆されました。 

 ３．２の可燃性ガスの発生に対する安全性の考慮ですが、現在までに得られて

いる知見を考慮すれば、設計基準事象を超える事象も含む広い事象スペクトル中
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の事故時の水素発生によって、格納容器の健全性が影響を受ける可能性があるの

は、水－ジルコニウム反応による大量の水素発生の結果として、高濃度の水素の

爆発的燃焼が起こる場合、それと水蒸気とともに格納容器を過圧する場合になり

ます。すなわち、水の放射線分解による水素・酸素の発生は極めて緩慢であり、

可燃性ガスの蓄積を支配する要因として考慮する必要性は小さい。従って、目指

す安全の姿としては、水－ジルコニウム反応による大量の水素発生があっても、

格納容器の健全性が担保できることであると考えられます。 

 従来は、知見が少なかったことが大きな要因となり、ＥＣＣＳの一部機能の劣

化によりもたらされる水素発生によっても、格納容器の健全性が担保できること

が格納容器への安全要求であったと考えられます。その実現のため、現在の指針

体系において、安全評価審査指針の事故の枠組みの中で、水素の発生を水－ジル

コニウム反応をジルコニウム全体の数％程度、３０日間にわたる放射性分解とし、

水素燃焼の形態を問わず燃焼そのものを防ぐという形で判断基準として要求事項

とし、この方法をとることで格納容器の健全性を担保するというような枠組みが

構成され、これに適合するような設計がされてきておりました。 

 しかしながら、ＦＣＳのような機器は、機器内部に格納容器雰囲気を吸い込み、

水素・酸素を再結合させる機器であるということで、短期間に大量の可燃性ガス

を処理できるような設計とはなっておらず、上述のような短期間の大量の水素ガ

ス発生に対して有効な機器とはなっておりません。一方、大量の可燃性ガスの発

生については、炉心損傷により引き起こされますが、ＥＣＣＳ－ＤＢＡによる評

価は炉心損傷に至らないということが目的であるため、このような可燃性ガスの

発生による安全上の影響は、設計基準事象を超えた領域にのみあらわれることと

なります。 

 格納容器及びＦＣＳに関する指針類が制定されてから、多くの科学技術的知見

が蓄積され、性能要求の明確化が求められている現在では、それらを考慮して指

針要求の見直しをすることが望ましいと考えられます。ここでは主にＢＷＲを例

にとりまして、指針要求の見直しについての検討を進めます。 

 ３．３については、ＢＷＲの可燃性ガスの発生に対する検討ということで、最

初にシビアアクシデントのリスク低減の観点での有効性となります。 

 現行指針の評価手法については、設計基準事象を超える事象に対する余裕を持
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たせる観点で定められたと考えられます。従って、その有効性について格納容器

破損の発生頻度への寄与を尺度として検討しておくことが重要であります。その

結果、以下の３つの知見が得られております。 

 １つは、事業者の簡易評価を活用した検討によれば、ＬＯＣＡ後、ＦＣＳが必

要となる事故シナリオは極めて発生頻度が小さく、そのため、ＦＣＳの有無はリ

スクに影響しないと考えられる。 

 ２点目に、米国ＮＲＣによれば、格納容器が不活性化されているＢＷＲでは、

炉心損傷事故時の水素燃焼による格納容器破損の条件付き確率は極めて小さく、

従って可燃性ガス濃度制御の有無は格納容器破損頻度をこれ以上低減するのに有

効ではない。 

 ３番目に、事業者とは独立に実施されたＪＮＥＳによるＢＷＲ代表プラントの

ＰＳＡ結果においても、事業者及び米国ＮＲＣと同様な結果が得られております。

このことから、ＦＣＳのリスク低減効果は小さいとの結果は信頼性が高いと考え

られます。 

 ３．３．２がＢＷＲの可燃性ガス発生への対策ということで、ＢＷＲの格納容

器は不活性化されているため、事故から更にシビアアクシデントに至る事象スペ

クトルを見渡して、水－ジルコニウム反応による大量の水素発生があったとして

も、格納容器内の水素蓄積により燃焼または爆ごうに至ることはない。つまり、

目指す安全の姿の観点からは、不活性化が可燃性ガスへの対策として本質であり、

現在の知見に照らせばＦＣＳ設置の必要性は小さいというふうに考えられる。 

 また、多くのＢＷＲプラントではＥＣＣＳ性能評価としての冷却材喪失事故の

際に発生する水－ジルコニウム反応による水素の量は無視できる程度に小さく、

より過酷な事象を想定しない限り、安全上の問題とはならない状況にある。 

 ただし、事故後の復旧の観点から、事象が収束した後に格納容器内に蓄積され

た水素をどのように処理するかについては、他の事故事象の復旧の議論と同様、

設計の妥当性確認の範疇ではなく、また時間的余裕のある中での臨機応変の対応

であるというふうに考えられることから、指針要求として整理する必要性は小さ

いかもしれない。 

 しかしながら、リスク情報を活用して規制要求を検討する場合、ＢＷＲもＰＷ

Ｒもアクシデントマネジメントの枠組みの中ではＦＣＳのような機器を使用して
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おらず、不活性化や格納容器体積及びイグナイタの施設により可燃性ガス濃度制

御に対するリスク要因が十分に管理されているということを考えれば、事故の範

疇で個別の規制要求を課すことによりシビアアクシデント領域までをカバーする

必要性は小さいものと考えられます。米国では可燃性ガスに対する要求事項であ

る１０ＣＦＲ５０．４４の改訂では、リスク情報を直接用いて設計基準事象とし

ての可燃性ガスの評価は不要との判断を行っております。 

 ３．３．３がＦＣＳを不要とした場合の代替機能の考慮ということで、ＦＣＳ

を不要とした場合には、格納容器が初期条件で不活性化された状態にあったとし

ても、ＬＯＣＡ後期、長期にわたり可燃性ガスが蓄積された状態が継続する可能

性があり、このような場合には可燃性ガスを処理する必要があります。これは既

往の設備で格納容器内の水素を容器外に放出することで可能と考えられますが、

その手順を検討し、ガイドを整備しておくということが望まれます。その際、格

納容器雰囲気をパージしても環境に悪影響がないか検討するため、後述の事業者

による公衆の被ばく線量評価結果を参考としました。その結果によれば、今回の

評価例は限られたものであるが、ＥＣＣＳ－ＤＢＡの範囲では、公衆に著しい放

射線被ばくのリスクを与えるレベルには数桁の大きい余裕があるということが示

唆されました。従って、何らかの事象の発生により水素が格納容器内に蓄積し、

ＦＣＳの代替機能が仮に必要となったとしても、信頼性のある現有の設備で代替

機能を果たし得るというふうに考えられます。 

 国内外のＢＷＲプラントでは、再結合器ではなく窒素ガスによるパージによっ

て可燃性ガス濃度制御を行うものがあります。これらは安全系として設置された

窒素注入系及びパージラインを使用するものであるが、これ以外のプラントにお

いても、常用系を用いて同様な操作を行うことは可能であります。 

 事業者がこのような考え方に基づいて行った評価によれば、保守的な条件にお

いてパージを行った場合でも、ＥＣＣＳ－ＤＢＡ時の公衆の被ばく線量に及ぼす

影響は極めて小さいことが示されております。これはパージ開始までに少なくと

も２０日以上の時間的余裕があり、格納容器雰囲気内での放射性物質濃度の減衰

を見込めること、格納容器雰囲気を可燃限界以下に制御するために必要なパージ

量が小さく、非常用気体廃棄物処理系等による減衰及び大気中での拡散を見込め

ること等によります。 
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 なお、ＬＯＣＡ時の被ばく線量については、設計基準事象時の被ばく線量にお

いて、相対的な重要度が低いことも示されております。 

 以上のことから、ＦＣＳを削除した場合にも、既設の設備で代替の可燃性ガス

濃度制御機能を達成し得るというふうに考えられます。代替設備としては、必要

となるまでの時間的余裕や通常時の使用頻度に照らして高いアベイラビリティが

期待できる場合に限って常用系の使用や常用系と安全系の併用も許容できると考

えられます。 

 ３．４からＰＷＲへの可燃性ガスの発生に対する検討ということで、ＰＷＲの

格納容器は、原子炉熱出力に比して大きな格納容器自由体積を有するため、可燃

性ガス制御系の設計基準事象においては、アイスコンデンサ型格納容器を除き特

段の措置をとらなくても評価期間中に水素濃度が可燃限界に至ることはないと考

えられます。また、シビアアクシデント時に想定される大量の水－ジルコニウム

反応による水素発生につきましても、アクシデントマネジメントの検討において

考慮され、アイスコンデンサ型格納容器ではイグナイタを設置するなど適切な措

置がとられております。 

 安全評価審査指針における可燃性ガス濃度制御系の設計基準事象は、ＰＷＲに

対しても大きな保守性を有する評価条件となっておりますが、その目的は格納容

器内での水素燃焼を防止することであり、一方、アクシデントマネジメントにお

いては、現実的な格納容器の耐力を踏まえた閉じ込め機能確保の観点から、シビ

アアクシデント時の格納容内での爆ごう防止を目的として、事業者はアクシデン

トマネジメントを整備しています。 

 ３章については以上になります。 

○藤城主査 それでは、４．格納容器の温度のはその次にすることにしまして、

今の３章のところについてご質問、ご意見、お願いいたします。 

 その前に。 

○久木田安全委員 今紹介した原稿について、まだ多々問題があるように思いま

すけれども、１点だけコメントしておきます。 

 ２６ページの下から７行、公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えるレベル

＝５ｍＳｖと書いてありますけれども、これは正しくありませんので、これだけ

はちょっとコメントしておきたいと思います。 
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○藤城主査 今のところは、ちょっと事務局で。 

 それでは阿部委員、どうぞ。 

○阿部委員 全体としての論旨はこんなもので良いだろうというふうに思うんで

すが、やはり言葉づかい等で、もうちょっと丁寧に書いてほしいところがござい

ますので、何点か指摘しておきます。 

 大きなところでは、３．１．１のところで、現行の規制要求の妥当性について

書いてあるんですが、これは現在の我々というか、安全委員会側というか、そう

いうところが過去のことを解釈してここに書いているわけです。しかし、ここの

解釈は評価指針の要求事項についての解釈なんですね。そうではなくて、もとも

とＦＣＳというのが置かれている設計指針そのもののところに何か理由があった

はずだと思うわけです。ここのところで、要するにリスク評価の話が云々と出て

きますが、設計基準を超すような事故について十分な知見がなかったからＦＣＳ

を置いたんだという設計指針そのもののことに触れずに評価指針の条件のことだ

け書いているのは少し手落ちではないかなと、そういうふうに思うわけです。そ

れが１点です。 

 それから、順番にいきますので細かいところに入ってしまいますが、さっき申

し上げたことなんですが、例えば今の３．１．１の上から２行目に「以下、「Ｅ

ＣＣＳ－ＤＢＡ」評価という。」というのがありますが、これは前のところで出

していただくということでいいですね。 

 それから、その辺のところで３．１．２の表題の上４～５行目あたりなんです

が、「ＥＣＣＳ機能低下を考慮した設計基準事象を超えるシナリオ」と書いてあ

るんですが、それはシビアアクシデントまでを含めるかどうかというのがちょっ

とはっきりしないんです。これはきっと、そうではないですよね。 

 それから、その後ろにありますが、「現行のシナリオのみならず複数のシナリ

オを包含する形でリスク情報で補完されるとすれば、第３層としての有効性確認

として、ＥＣＣＳ－ＤＢＡの条件をベースとして評価することも一つの解となり

うると考えられる」こう書いてあるんですが、ＥＣＣＳ－ＤＢＡ条件の評価とい

うのは、今のＦＣＳの評価よりもっと緩い評価になるわけで、これはちょっと論

旨が繋がっていないのではないかなというような感じがします。 

 それから、これも非常に細かい話なんですが、２４ページの方になって３．２
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の真ん中あたりですが、「従来は、知見が少なかったことが大きな要因となり」

とありますが、要因というのは必ず大きいんですね。大きな理由なのかな。 

 それからその次なんですが、２５ページの一番上のところなんですが、「短期

間に大量の可燃性ガスを処理できるような設計となっておらず」と書いてあるん

ですね。もともとの設計がそうであるのに対して、このページの真ん中あたりで、

「（ⅰ）リスク情報を活用した検討に依れば、ＬＯＣＡ後ＦＣＳが必要となる事

故シナリオは極めて発生頻度が小さく」とあるんですが、通例、リスク評価とい

うのはシビアアクシデントのシナリオですね。ここで言っているものがシビアア

クシデントのシナリオのことを言っているのか、それより前の段階のシナリオを

言っているのかということと、それからさっき申しましたように、もともと短期

間に大量の可燃性ガスを処理できるような設計となっていないということだから、

一遍に出るものそのものについてはシナリオの発生頻度が高いかどうかによらず

余り役に立たないということを言っているわけです。ですからその辺、理由の整

合性を考えてほしい。 

 それから同じように２５ページの上から５行目ですが、このような可燃性ガス

の発生による安全性上の影響は、設計基準事象を超えた領域にのみ現れるとある

んですが、これもこのままだとシビアアクシデントまで含んでしまうということ

が一方であると同時に、これは含んでいるのかな。むしろ、シビアアクシデント

を含むんでしたら、シビアアクシデントの定義のように設計基準事象を大幅に超

えた領域と書いてくれないと、ほんのちょっとでも超したらおかしくなってしま

うというようなイメージですね。 

 それからあと２６ページの方にいって上から７～８行目で「時間的余裕のある

中での臨機応変の対応」こう書いてあるんですが、こういうものについて臨機応

変の対応では困るわけですね。それで、実際の方がこの下の方を見ますと、今度

は３．３．３のところで「手順を検討しガイドを整備しておくことが望まれる」

こういうふうにちゃんと書いてあるので、これは臨機応変ではないんだというよ

うに書いてほしいと思っているわけです。 

 それから、これも細かいところですが、３．４のすぐ上のところに書いており

ます「アベイラビリティ（稼働性）」と書いてあるんですが、アベイラビリティ

を稼働性と訳すのはちょっと違うようなイメージなので、この辺ももう一回、訳
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についてご検討いただいたら良いかと思います。 

 以上です。全部言葉の問題です。 

○藤城主査 どうもありがとうございました。 

早田委員、どうぞ。 

○早田安全委員長代理 阿部委員が今言っていた中の設計基準事象と設計基準事

故の話とＥＣＣＳ－ＤＢＡというのがちょっと気になっていまして、指針集には

ＤＢＡというのは多分ないんだと思うんですね、ＤＢＥはあるけど。 

 では、事象の中で事故はないか、それは別なんでしょうけれども。それからbe

yond ＤＢＡの中にどこまで考えるかでシビアアクシデントには端っこの方に、

私も来週使う資料にはＤＢＥの中にここの辺はシビアアクシデントだと、阿部委

員が言ったようにここで使うんだったら、きちんとそこは分かって使っているな

ら良いんですけれども、論旨が通らない可能性があると思いまして、それだけで

す。 

○阿部委員 私も、今早田安全委員長代理がおっしゃったのと全く同じことなん

ですが、要するにＥＣＣＳ評価で言っているデザインベースというのを超したと

ころに、要するにＦＣＳのデザインベースの話があり、それからその周りにいわ

ゆるbeyond ＤＢＡという領域があり、それをずっと超したところにシビアアク

シデントというやつがあるので、それのどこのところを指して記述しているのか

というのをもうちょっとクリアに書いてほしいと、そういうことです。 

○藤城主査 その辺、事務局の方、よろしいですか。 

○日高管理官 ご指摘に従って修正させていただきます。 

○藤城主査 他にご意見、どうぞ。 

○梶本委員 これは確認事項なんですけれども、２７ページ、３．４の文章の一

番最後です。「格納容器内での爆ごう防止を目的として、事業者はアクシデント

マネジメントを整備している」とあるんですが、これは具体的な可燃性処理装置

とかそういうものによるのではなくて、確か格納容器の雰囲気を飽和状態に保つ

ということで対応していると、そういう意味合いのことですか。具体的に何のア

クシデントマネジメントを指しているんでしょうか。 

○藤城主査 これは事業者の方から。 

○説明者（電気事業連合会 吉原） 関西電力の吉原でございます。 
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 これにつきましては、アイスコンデンサ型につきましてはイグナイタの設置、

ドライ型につきましては、おっしゃられましたとおり格納容器内の雰囲気の制御

というようなアクシデントマネジメントを整備しておるということをいたしてご

ざいます。 

○藤城主査 その辺は少し書き足すと。 

○梶本委員 どこまで書くかはいろいろあると思いますけれども、事業者はアク

シデントマネジメントを整備しているというのは書いてありますけれども、事実

であれば事実として書かれた方が良いし、これらのいろいろな論文が事業者の方

から出されていますよね。だからそういうものを引用するとかして明確にしてお

いた方が良いとは思います。 

○藤城主査 その辺は少し、もしできれば。 

 他に。 

 久木田安全委員、どうぞ。 

○久木田安全委員 先ほどの阿部委員のコメントだけ、大体私も同意するところ

ですけれども、一番最初のところです。設計指針でなぜ可燃性ガス制御系につい

ての要求がなされているか。 

 これはもちろん今日の視点から言えば、設計基準値を超えるような事象につい

ての知見が不確かであったということも一つのファクターではあると思いますけ

れども、前回の小委員会で紹介された歴史的な経緯を見ますと、当初のＢＷＲ設

計では不活性化をしない限りは水－ジルコニウム反応で可燃限界に至るようなこ

とがあった、これは設計上の問題、それから安全評価上の問題、両方絡んでいる

と思いますけれども、そういう背景があって、ＬＯＣＡというものを対象として

水素の制御をするという考え方が古くから行われてきているということが大きい

流れではないかと思います。 

 ＬＯＣＡ時には水素が発生するというのは、すなわち燃料の一部の損傷が生じ

るということで、ＦＰは格納容器の中に入れていく。その時には格納容器を保護

することが重要になる。その一環として水素による脅威といいますか、健全性へ

の影響を防止するというような考え方が多分歴史的にずっと続いてきているとい

うことが、現在まで指針の中でＦＣＳ設置も含めて要求されている、それが背景

にあると理解しています。 
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○藤城主査 多分、歴史的にはそのとおりなんだろうと思いますけれども、その

辺、そもそも格納容器というものを機能に対して大きな期待というか、機能を考

えていたというところが多分あったんだろうと思います。その不活性化という状

況に対しての考察がまだ途中であったのかなというところがあるような気がしま

す。 

 阿部委員、どうぞ。 

○阿部委員 私は歴史をちゃんと勉強したわけでもございませんし、これは安全

委員会としての解釈ですから、今この説明どおりで構わないと思っています。 

 ただ、そもそもの問題がＦＣＳという設備を指針の中からとりましょうという

提案があって始まった話ですね。その時に、現行の規制要求の妥当性のところで

設計指針について触れていないことは少し欠けているんではないかなという感じ

がしたんです。 

○藤城主査 他にいかがですか。 

 可児委員、どうぞ。 

○可児委員 もう既にコメントは差し上げているんですが、今見たところで気に

なったのは、幾つかのところで従来は知見が少なかったとか、それから最近は多

くの技術的知見が蓄積されたからこうこうしたいという感じになっているんです

が、新たに蓄積された知見というものについてどこかで整理して示した方が親切

ではないかというのが一つコメント。 

 それからあと質問ですけれども、２７ページの常用系を使ってパージする時の

被ばく評価の話がちょっと書いてありますけれども、これの上から７行目のとこ

ろにここでは流れからして常用系を使うという話をしていたと思ったんですが、

非常用気体廃棄物処理系とかこういう言葉が出てくるんですが、これは非常用で

よろしいんですかという質問。 

○藤城主査 ２つご指摘があるんですが、私も確かに多少気になっているところ

がいっぱいありまして、最新知見でどうカバーするかというところをまだちょっ

と書き足りないというか、もう少し丁寧にその辺を記述した方が良いと思います。 

 ２つ目のところはいかがですか。 

○説明者（電気事業連合会 宮田） この部分、我々の方からご説明したところ

だと思いますけれども、これは気体廃棄物処理系、それから非常用ガス処理系、
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２つのパスをご説明したかと思います。被ばく評価としては非常用ガス処理系を

使ったパスでの被ばく評価をお示ししています。恐らくこの表現はそれがちょっ

とごっちゃになっているということだと思いますので、修正すべきかと思ってい

ます。 

○日高管理官 最初のご指摘の点なんですが、今日の資料には参考資料といいま

すか別添資料をつけていないんですが、前々回の時はつけておりまして、最終的

には全部つけようと思っていますが、それでよろしいということでしょうか。 

○可児委員 別にどこにでも、どこかにあれば良いと思います。 

○藤城主査 それは書きぶりで、リファレンスでつけて、これをちゃんとリファ

ーしてやればというような表現もあるかもしれません。 

○久木田安全委員 今の電事連からのご説明ですけれども、非常用ガス処理系を

使う場合にも配管の一部は常用系が含まれるというようなことでなかったかと思

うんですが。 

○説明者（電気事業連合会 宮田） 気体廃棄物処理系を使う場合には、それ自

身が常用系です。それから、非常用ガス処理系を使う場合は、格納容器からの取

り出しの部分についてはＡＣ系と呼ばれる、いわゆる常用の窒素を充填したり窒

素をパージしたりするラインを使うということになります。 

○藤城主査 その辺はもう少し分かるように丁寧な記述で少しご検討をお願いい

たします。 

 他にいかがでしょうか。 

○梶本委員 常用系は少し気になっているんですが、これはもしそういう事故時

の対応で使う場合には、それを安全系に格上げしないといけないとかそういう問

題も含んでいるわけですが、ここではそういう手段がありますということを提示

しているというふうに考えればよろしいわけですね。 

○説明者（電気事業連合会 宮田） 基本的にはそのとおりだと思っていまして、

例えば常用系の部分だけに限って申し上げますと、ＡＣ系というのは通常時に窒

素を充填していく系統なわけです。前にご説明しておりますけれども、保安規定

上、格納容器の中の雰囲気、酸素濃度を３．５％、もしくは４％以下に抑制しな

ければ運転を継続できないということですので、非常に高い信頼性を持った設計

にしてございます。実際には、その弁を冗長化する等してございます。 
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 それから、オフガス系は通常運転時に炉心部で大量に発生する水素・酸素を再

結合させながら、あるいは放出されてくるような希ガスをチャコールフィルタで

とるといった、通常運転時でクレジットをとっていて、これも信頼性が高くなけ

れば運転自体ができなくなるものですので、我々としては非常に信頼性が高いも

のと考えていますし、でなければ運転できていないというふうに思っています。 

○藤城主査 その辺は、具体的な対応のところで注意すべきことだと思います。 

 他にいかがですか。 

 梶本委員。 

○梶本委員 あともう大分議論も収束したようなので前のコメントですが、ＬＯ

ＣＡというのがたくさん出てくるんですね。これは指針の検討だから、やはり６

ページか何かに初めてＬＯＣＡが出て（ＬＯＣＡ）という定義があるんですが、

それをもし使われるんだったらもっと前で、ＬＯＣＡは要するに冷却材喪失であ

るというのをどこかに書いて、あとＬＯＣＡで良いんですが、書く位置がちょっ

とずれている。６ページよりもっと先に書いておいた方が良いと思います。 

 それから、ちょっと前にもどって申しわけないんですが、２章の６ページのと

ころに枠で囲ってありますが、欄外で括弧のところは委員会の事務局がつけた脚

注であるとか何か入れておかないと、指針をこのまま付録解説から抜き出してい

る格好になっているんですが、このとおりに書いてあるわけではないので、括弧

内は事務局による脚注とか書かないといけないと思います。 

 あと６ページの下から２行目のところ「３．１．１の場合を上回る」というの

は、指針はそうなっているんですが、括弧付きで「ＥＣＣＳ設計基準ＬＯＣＡ」

と書いてありますけれども、これは事務局の脚注ですよね。 

○藤城主査 今のところよろしいですか。 

 ご意見はいろいろ出ましたんですが、それではその次に４．についてご説明を

お願いします。 

○佐藤安全調査官 ２７ページの方にもどっていただきまして、４章として格納

容器の温度・圧力評価に関する現行要求の妥当性ならびに改訂の可能性に関する

検討ということで、当ＷＧでは、格納容器雰囲気の圧力・温度及び格納容器構造

材の温度評価について、現行の手法を確認し、現在の安全設計指針、安全評価審

査指針の要求が保安院の技術基準、民間標準との関連においても、基本的に一貫
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性を持つということを確認した。 

 ただし、評価指針における「原子炉格納容器内温度が最高使用温度を超えない

ことを確認」という記載については、格納容器構造材温度が最高使用温度を超え

ないということを意味するように改訂するのが適切と考える。また、格納容器雰

囲気温度の評価によっても判断は可能であることから、改訂にあたってはこれを

考慮することが適切と考えられる。 

 その際、格納容器雰囲気温度が格納容器構造材の最高温度を超える場合には、

構造材への熱伝達評価の十分な保守性を評価した上で格納容器構造材の健全性を

確認すること、また格納容器本体以外のＳＳＣへの影響を確認することが妥当と

考えられる。 

 安全評価審査指針に記載されている判断基準、「原子炉格納容器内温度が最高

使用温度を超えないことを確認した上で、４．２の（４）を適用する。」の原子

炉格納容器内容温度が雰囲気温度ではなく、構造材温度を指していることは、格

納容器の詳細設計での最高使用温度・最高使用圧力の使用方法からも明らかであ

り、指針要求をより明確にするように指針の記載を見直すことが望ましい。 

 以上です。 

○藤城主査 ４章についていかがでしょうか。 

 可児委員、どうぞ。 

○可児委員 細かい話ですけれども、２８ページの下から７行目あたりにＳＳＣ

という言葉が出てきますが、これはどこかで既に定義してありますか。 

○日高管理官 定義していませんので、日本語でちゃんと書きます。 

○藤城主査 これは、内容そのものはそれほど大きな検討を要する話ではありま

せんので、書きぶりとしてはこのぐらいでよろしいのかなという気もいたします

が、お気付きのところがあれば。 

 よろしいですか。 

 それでは、次のまとめに移って、まとめの議論をしたいと思います。５章のご

紹介をお願いします。 

○佐藤安全調査官 ２９ページのまとめについてご紹介させていただきます。 

 ここでは以前、体系化の視点についてということで最初書かれておりましたが、

そこら辺は割愛させていただいております。 
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 最初、本ワーキンググループでは、体系化検討小委員会での議論を引き継ぎ、

格納容器における可燃性ガス濃度制御要求、および格納容器内の圧力・温度評価

について技術的な議論を行うとともに、その過程で明らかになった指針類の体系

化一般に有効な考え方等について抽出を行ったということで、（１）格納容器に

おける可燃性ガス濃度制御要求について。 

 上３つは、以前から記載されている内容になっております。 

 ４つ目の・が新しく加えられた項目になりまして、ＰＷＲについての記載にな

っております。ＰＷＲの場合、格納容器の自由体積が原子炉熱出力に比して大き

いため、アイスコンデンサ型格納容器を除き、特段の措置をとらなくても評価期

間中に水素濃度が可燃限界に至ることはない。規制要件として水素燃焼を許容す

るか否かが１つの目安になっており、現行の指針体系のように燃焼限界以内に水

素濃度を抑えるということであれば、見直しの必要性は低い。 

 （２）が安全評価審査指針における格納容器圧力・温度評価についてというこ

とで、安全評価審査指針に記載されている判断基準、「原子炉格納容器内温度が

最高使用温度を超えないことを確認した上で、４．２の（４）を適用する。」の

原子炉格納容器内温度が雰囲気温度ではなく、構造材温度を指しているというこ

とは、格納容器の詳細設計での最高使用温度・参考使用圧力の使用方法からも明

らかであり、指針要求をより明確にするように指針の記載を見直すことが望まし

い。 

 （３）が指針体系化への提言ということで、当ＷＧで実施したように、具体的

な課題について現状を整理し、最新知見の導入、性能要求の明確化、規定事項の

明確化といった指針類の改訂の方向性を明確にしていくことは有効であると考え

る。 

 今後は、具体的な課題の検討により得られる知見に基づき、体系化の視点をよ

り詳細にするとともに、判断に役立つ一般的な原則のようなものをとりまとめて

いくことが重要と考える。 

 今後の課題としまして、設計基準事象を超える事象の領域まで見渡した場合、

水－ジルコニウム反応による可燃性ガスの大量発生による格納容器への安全上の

影響としては、水蒸気と水素による過圧も考慮する必要があるが、可燃性ガスの

発生とは異なる観点である格納容器の構造健全性の課題であることから、別の枠
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組みでの検討が必要となる。 

 この場合の水素発生が安全評価審査指針の「事故」の事象スペクトルからかな

りの距離感を持っていることを踏まえれば、「安全評価審査指針」に基づく評価

によるか、「アクシデントマネジメント」の枠組みに委ねるかの議論も含めて検

討する必要がある。 

 このような議論をする際には、レベル４の深層防護としてアクシデントマネジ

メントを適切に位置づけることが、体系的な安全規制を確立する上で有効である

かについて、十分に検討する必要がある。 

 今後、必要に応じて、指針類の改訂や見直しを適切かつ効果的に行うために、

検討の視点を明確化しておくことが望ましい。 

 可燃性ガス濃度制御系への要求性能について、燃焼防止とするか、或いは爆ご

う防止とするかを判断する際には、シビアアクシデントの規制上の位置づけやリ

スク情報も踏まえて検討していく必要がある。 

 以上になります。 

○藤城主査 それではどうぞご質問、ご意見、お願いします。 

 阿部委員、どうぞ。 

○阿部委員 一番気になっていますのは、今後の課題のところの書き方なんです

が、一つには、これはちょっと文章が情緒的に過ぎるんではないかという感じが

します、全体的な話だけしますと。 

 それから、もうちょっと整理すべきだと。その整理の仕方としては、ＦＣＳの

問題についてのことなのか、格納容器の問題についてのことなのか、シビアアク

シデント全体についての問題なのか、この辺を整理して書くべきだと思います。 

 それから、このワーキンググループで十分に議論していないことについては、

余り書かない方が良いんではないかというふうに思います。 

 もうちょっと具体的に一つずつ言いますと、一番最初は、「設計基準事象を超

える事象の領域まで見渡した場合」こういうのもちょっと情緒的ですね。 

 その次に「水－ジルコニウム反応による可燃性ガスの大量発生による格納容器

への安全上の影響として」と書いてあるんですが、「過圧も考慮すべきである」。

それはそのとおりなんですが、可燃性ガスの発生の影響を考えた時に、その後ろ

に「可燃性ガスの発生とは異なる観点である」云々、これも何か変ですね。丁寧
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に書くと分かる話だと思いますので。 

 それからその次のところも、「「事故」の事象スペクトルからかなりの距離感

を持っている」というのも何か情緒的過ぎる感じがします。 

 それから、その後ろに「「アクシデントマネジメント」の枠組みに委ねるかの

議論」というのも、何かもうちょっと具体的な書き方がある感じがします。 

 あと一番最後のところなんですが、「可燃性ガス濃度制御系への要求性能」と

書いてあるんですけれども、ＦＣＳなくしてしまった時に要求性能なんてないで

すよね。ですからこの辺、やはり論点をもう一回整理して書いてほしいと思って

います。 

○藤城主査 ここの課題というのはかなり、これらの議論を踏まえたというより

もこれからのことだということで、事務局の思い込みが入っているんだろうと思

いますので。その辺は今のコメントを受けて、少し整理をお願いしたいと思いま

す。 

 早田安全委員長代理、どうぞ。 

○早田安全委員長代理 いろいろな時代のいろいろな見方が入り交じっているか

らつじつまが合わないんだと思うんです。いったん忘れると、昔考えていたどの

ぐらいの事故が怖いからそこから先考えようと。今、これをとことんやったらい

つまでたっても終わらないはずなんです。だけどどこかで切るわけでしょう。そ

れは炉だけではなくて他のものみんな共通なんだけれども、例えばアクシデント

マネジメントが出てくる前の話、例えば１０－６ぐらいから先は考えなくていい

でしょうというような共通認識があったと思うんです。ところが、実際にその近

辺の事故が起きたからその先も何か手当てをしようということで出てきたのがア

クシデントマネジメントという中間的なもの。これは規制を改善できるものとい

うので出てきたんだと思うんですね。今の新しいプラントがより物事が起きにく

くなってきた時に、アクシデントマネジメントの定義は要らないかもしれない。 

 それから、ハード的なものもそこまで要求するんだったら、そこまで考えるハ

ードにしなさいという発想が要ると思うんです。要するにライフタイム中に起き

るもの、その次は工学的に考えて起きるとは思えないけれども、ここまで考えま

しょう、それで押し通してきたわけです。だけれども、更にプラスアルファとし

てアクシデントマネジメント、今あるものを使っても良いし、つけても良いから
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やりますということで今の体系はでき上がっている。 

 それをもう一回見直して新しく指針を考えようというので、そういう考えでは

あり得ると私は思います。多分、今考えている欧州型のプラントは考えている線

が先まで行ったけれども、でもその先は考えていないでしょう。だからその辺を

どうするかだと思うんですよね。 

○藤城主査 貴重なコメント、ありがとうございます。 

 ただ、今後の課題のところでそこまで話を広げていこうかどうかというのはま

だ少し考えた方が良いと思います。 

 阿部委員、どうぞ。 

○阿部委員 今早田安全委員長代理がご指摘になったところで大事なことは、や

はりこれ現時点での判断に基づいて書くべきだと思うんです。それで、アクシデ

ントマネジメントを適切に位置付けることが体系的な安全規制を確立するより有

効であるかについて議論しようなんていうのは、やはり時代錯誤だという感じが

するわけです。だからそんな議論はもう随分昔に終わっていて、今早田安全委員

長代理がおっしゃるようにＡＭで良いのか、それとも規制要求とすべきかという

のが、議論の真っ最中の時にＡＭの有効性について議論しましょうというような

話は変だなという感じがします。 

○藤城主査 ありがとうございました。 

 非常にこれからの検討課題であることは十分あるんですけれども。 

 久木田安全委員、どうぞ。 

○久木田安全委員 おっしゃることは理解しつつ、やはりここではＦＣＳといい

ますか水素の問題について具体的に考えた方がよろしいと思います。 

 今まで述べられてきたように水素に対する対処としては、燃焼させるか再結合

させるか、そうでなければパージするということであって、そのパージというこ

とがここで考えられて、アクシデントマネジメントであって、パージというのは

水素だけに限らない、過圧対応として一般的に考えられるものですね。つまり、

いろいろな事故シナリオに対して考えられるものだから、それを規制要件として

考えるべき部分と、その対応性を考えて従来どおり事業者の判断に委ねる部分と

多分、両方が含まれるだろうというふうに思います。 

○藤城主査 阿部委員、どうぞ。 
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○阿部委員 私も今の久木田安全委員のご説明には全くそのとおりだと思ってい

ます。ただ、ここで言っているアクシデントマネジメントというのが従来から流

れてきたシビアアクシデントマネジメントの中での話だけ書いているわけですよ

ね。そうではなくて、例えば前段規制から後段規制にかけてその設計でどういう

ことを見るのか、それから要するに運転管理で見て、それは後段規制でどういう

ふうにやっていくのかというのは、もうちょっと広い枠組みできちんと議論すべ

き話だろうと思っています。 

○藤城主査 大体話としては、今後の課題についても今久木田委員がおっしゃっ

たように、基本的にはＦＣＳを中心にして議論をしてきたわけですから、それを

整理した上での課題というところに多少限定した書き方。ただ、もちろん先とし

てシビアアクシデントなりアクシデントマネジメントなり、それなりの言及をし

ておくことは必要かと思いますけれども。そういったまとめの仕方をしていただ

ければと思います。 

 梶本委員、どうぞ。 

○梶本委員 シビアアクシデントとかそういうのをどこまで書くかというのは、

今後の課題のところで問題だと思いますが、一つ、先ほどの委員からのコメント

のところにもありましたけれども、これはあくまでも現行の設計論に対してやら

れている話で、もし今後の課題に書くのであれば、ひとつ大きいことは、これか

ら新型炉とかそういう新設炉に対してここで議論したのが有効なのかどうか、そ

れとも新設炉が出た時に再度検討しなければならないとか、そういうポジション

を明らかにしておくことが重要ではないかなと思います。 

○藤城主査 新設炉についてのお話も今までもちょこちょことは出てきましたけ

れども、どういたしますか。多少、サジェスチョン的に委員の意見を盛り込むこ

とは可能かとは思いますが、もしご意見があれば。 

○早田安全委員長代理 今の時代だと、ルールが変わったら古いものもそれに照

らし合わせてどうかという評価が必ず要求されると思うんですよ。バックチェッ

クのことも。耐震の場合は非常に物事が大きかったからあると思うんですが、実

質的な評価はしてくださいと私だったら一応言いますよね、行政的な立場と離れ

ていても。そういう意味では、新しい指針の中で既往型の時にはどうするとか、

そういうことを書かなくても良いけれども、考え方はつけた方が良いと私は思う
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んですけど、個人的に。 

○藤城主査 村松委員、どうぞ。 

○村松委員 今の梶本委員の指摘に対応してなんですけれども、この委員会はＦ

ＣＳについて見るということであったと思うんですけれども、そのＦＣＳについ

て見た時の結論として、ＢＷＲに限ってのことですけれども、ＦＣＳを備えてお

くという一つのある設計よりもＦＣＳは要らなくて、今のパージシステム等のま

まで良いんだけれども、少し厳しい事故までの使い方を検討しておくという方が

合理的であろうということが非常にはっきり見えてきたわけです。しかも、それ

はＰＳＡという知見と、それからシビアアクシデントの水素発生や水素燃焼に関

する知見の２つを合わせて初めてできてきたものである。そうすると、今の設計

方法よりもＰＳＡとシビアアクシデントの知見を入れたものの方が水素に関する

リスクのコントロールとしてはより合理的なことができるようになったというこ

とが、ここで非常にはっきり示されていると思います。そうすると、当然新しい

プラントを設計する時には、そういう知見を使うように導いていかれると良いと。

それは規制であるかＡＭであろうかというようなことは別にして、結果的にそう

いう設計方法がなされるようにしていくということが非常に望ましいということ

は、少なくともここのグループで分かったことだと思います。そういうことを示

唆していくようにまとめていく必要はあるのではないかと思います。 

○藤城主査 どうもありがとうございます。余り異論のないご意見だと思います

ので。 

 梶本委員、どうぞ。 

○梶本委員 ちょっと話は変わりますが、２９ページの（１）の最初の・です。

前からあったんですが、今になって発言するのは申しわけないんですが、（１）

の最初の・の下から２行目です。「一部の水－ジルコニウム反応による」これは

多分間違いで、後ろの方に「一部の」をつけて「一部のＢＷＲプラントについて

は」とすべきだと思いますが。 

 あともう一つちょっと気になるのは、この中で「一部のＢＷＲプラントについ

ては、より詳細な検討が必要である。」というのは一度も出てきていない話であ

って、まとめで初めて出てきているんではないですか。 

○藤城主査 今のところは事務局、どうですか。（１）の最後の部分で。 
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 確認をいただいて、もしその辺が今までの議論の中でどこを指すものであるか、

あるいは出てこないのであれば削除というのもありかもしれないと。 

○梶本委員 「より詳細な検討が必要である」と書いてあるんですが、私はこれ

必要ないとは思っているんですが。そうすると、この「より詳細な検討が必要で

ある」を受けて（４）に何か書かれていないとやはりおかしい。 

○説明者（電気事業連合会 宮田） ここの記載ですが、前回、我々の方から被

ばくのご説明をした際に、村松委員の方から一部のＢＷＲプラントでは燃料があ

る程度破損するのがあって、そういったところではもっと被ばくの絶対値が大き

くなるだろうと。それに対して、相対的には恐らく問題ないんだろうけれどもと

いうようなご指摘があったと思います。その辺に向けての記載になっているのか

なというふうに私は理解しておりますけれども、ただ報告書としてここだけぽっ

と出ているのはいかがなものかというご指摘だと思いますので、それは適切に対

応するのかなと思います。 

○藤城主査 梶本委員、どうぞ。 

○梶本委員 そういう話であればそれは良いんですが、そうすると２９ページの

（１）の先ほどのところは内容が全然違うということですね。「水－ジルコニウ

ム反応による水素発生量が無視できない一部のＢＷＲ」と全く結びつかない議論

になってしまうので。そこはちょっと内容を検討してもらった方が良いかなと思

います。これ、本当に要るんですか。 

○藤城主査 私もこれ今の議論を伺って、要らないんではないかと思いますが。

事務局で少し検討した上で対処をお願いします。 

 久木田安全委員、どうぞ。 

○久木田安全委員 今のは、ＦＣＳの必要性を論じる上にＢＷＲ一律に論じられ

るかということだろうと思います。どういった条件がつけば例えばその先を共有

できるかということが頭にあって多分この文章が残っているということですね。 

 ですから、別にこれを個別に出さなくてもよろしいので、個別に判断すべき余

地があるということを表現すれば良いのではないかと思います。 

 それから別の件ですけれども、先ほど阿部委員のコメント、設計指針との関連

というのが出ていないということですが、実は２章のところで要求の階層構造に

応じたところで設計指針と安全評価指針の関係が述べられていて、それが今回の
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バージョンでは抜けているということがあります。それは適当な形で入れたいと

思いますが、もう一つ阿部委員がおっしゃった、設計指針の中でのＦＣＳ要求と

いうことの意味ですけれども、現在は可燃性ガス濃度制御系という形で指針の３

３ですか、立てられていて、事故時に濃度を制御するための系統というものが名

指しで挙げられているわけですね。しかしながら、先ほどの歴史の話から言えば、

水－ジルコニウム反応による水素も含めて不活性化で対応してきた。ですから、

通常運転時の不活性化ということも含めて可燃性ガス濃度制御は行ってきている。

ただし、通常運転時の不活性化系というのはここで言うところの可燃性ガス濃度

制御系ではないという位置付けになっていると思うんですね。５のまとめでも不

活性化について現在、指針で明示的に要求されていないところ、それを入れた方

が良いというような提言がありますが、それをどこに入れるか。例えば、設計指

針３３の中で言っていることは、通常運転時の不活性化も含まれるんだよという

ようなことにするのかということが関連してくるかと思います。 

○藤城主査 今のところ、これからの対応をどういうふうに指針の中で対応して

いくかということについて大事なポイントだと思いますが、その辺まで本当は書

き込めればもうちょっとあれでしょうけれども、一応コメントとして事務局の方

も。 

 渡部委員、どうぞ。 

○渡部委員 ＦＣＳが不要とかいう記述があるんですけれども、事前に送ったメ

モで書いたんですけれども、ＦＣＳと再結合器、リコンバイナとかいろいろ言葉

が出ておりまして、ある時は再結合器を使ったり、ＦＣＳを使ったり、統一した

方が読みやすいんではないかと思いますが。この場合のＦＣＳというのは、あく

までも再結合器ということで理解してよろしいんでしょうか。 

○藤城主査 それは適切な用語というのが、少なくとも指針にはＦＣＳとは書い

ていないですよね。どこかで定義を、もちろん申請書その他を参照して適切な統

一的な言葉に直した方が良いですね。 

○日高管理官 はい。 

○藤城主査 可児委員。 

○可児委員 ちょっと関係するんですけれども、２ページの一番下に脚注があっ

て、２．で今の可燃性ガス濃度制御系という用語の用法について混乱があるなん
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ていう脚注があるんですけれども、本報告の３．１というのは２．１の間違いで

すね、今は２．１ですね。だからこの混乱を何かの形で解消するようなことをし

ておかないとまずいのでないかというのがコメントです。 

 今の４ページあたりの安全設計審査指針の３３で書かれている内容で、要する

に可燃性ガス濃度制御系というやつを固有名詞としてとるか、機能を持った単な

る系統と理解するかで違ってくると思うんですね。だから、そこらをまとめとい

うか、整理し直した形でどこかに書いておいた方が良いかなというコメントです。 

○藤城主査 その辺は先ほどの久木田委員の発言の、もともと制御系というシス

テムではなくて、機能として要求すべきところを系として書いて、それがダイレ

クトにＦＣＳというものに繋がったところが問題点となっているところなので、

それがどのようにこれから規制として規定していくかという話が中心だと思いま

すのでその辺は是非、事務局。 

 阿部委員、どうぞ。 

○阿部委員 今の話の続きなんですけれども、そういったことをここで今議論し

たわけですが、そういうのを踏まえて指針の改訂案そのものはこのワーキンググ

ループは作らないんでしょうかという質問なんですけれども。 

○藤城主査 スタートのところから個別の指針の議論まではここではやらないと

いうのがここでの与えられたタスクだと私は理解したんですけれども。ただ、今

までの議論を伺っていて、ある程度方向性とかいろいろな書きぶりというのが先

ほどのご意見がありますので、その辺は入れることは言うべきではあろうと思い

ますけれども、いかがでしょうか。 

○早田安全委員長代理 いけないというようなものはないと思いますけどね。 

○藤城主査 うまいまとめの仕方があれば、できるだけいずれにしてもこの提言

は指針に何らかの格好で反映すべしという提言になっておりますので、具体的に

どこまで踏み込んで書くかどうかという話でありますね。事務局がある程度その

辺フォローできれば、できる範囲で考えていただいて、そしてそこに一歩近づく

ような形がまとめのところで書ければよろしいかと思います。 

 早田安全委員長代理、どうぞ。 

○早田安全委員長代理 別のところでちょっと気になったんですが、２９ページ

のまとめの（１）の３つ目の・で「シビアアクシデント時の可燃性ガスの影響が、
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リスク評価上はほとんど無視できるであろうとする考え方は」云々というこの

「リスク評価上」というのはどういう意味のリスク評価でしたか。 

 それから、考えられるけれども、という後の文言なんですけれども、「ただし、

事故状態が静定した後の」云々という長期的なことについてアクセントマネジメ

ントということを書いてありますよね。そうすると、一般論からすると、シビア

アクシデントのことまで言及していていろいろな状態があり得るわけで、その状

態でそれが静定した後のことまで心配することを言うのかなと思ってしまうんで

すよ。だから、最初の頃に言ったことに関係しますが、どの辺まで何を考えるか

ということを明確にしないと、いつでも後のことまで考えて重たいことまでを評

価されるというのは気になります。 

 というのは、炉の種類によっては数ヵ月もどうしようもないプラントがある。

だけど、環境への影響はない。だけどその建物の中はとんでもないというのがあ

り得ると思うんですね。ここで言っている主旨は何でしたかねという質問です。 

○藤城主査 この辺、もし事務局の方で少し、ご意見があればですが。 

 久木田安全委員。 

○久木田安全委員 不正確なことを言ったので、補足させて頂きます。 

 まず、リスクの観点でこれを検討したのは、米国の１０ＣＦＲ５０．４４の改

訂の経緯で、ここでは事故後２４時間の条件付き格納容器破損確率への影響とい

う観点で論じています。２４時間格納容器がもてば、その後はアクシデントマネ

ジメントマターだというのがそこでのポジションですね。 

 ２４時間というのは今までお話ししてきたように、不活性化されたＢＷＲでは

２４時間で可燃限界に到達しませんから燃料リスクが問題にならないというのは

自明であるわけですね。２４時間でよしとするかどうかということは当然ながら

判断によるところで、現状で我が国の設計基準ＬＯＣＡでは３０日間の評価期間

を出しているということと大きな隔たりがあります。 

 それから、アクシデントマネジメントについて論じているのは、おっしゃるよ

うに長期間の静定後のことについて論じる、あるいはアクシデントマネジメント

とレベル２ＰＳＡを関連づけることについても我が国ではまだなされていないわ

けですけれども、それは多分今後必要に応じてやっていくべきところで、例えば

ベンティング、パージの影響でありますとか、長期間の問題については例えば防
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災との関連で関心が出てくるかもしれない。そんなところで、いずれも抽象的な

課題であることは確かだろうと思います。 

○藤城主査 ありがとうございます。そういったご意見からすると、ここのとこ

ろはまとめの（１）に入れるよりも、むしろ今後の課題としての提言の中に入れ

直した方がよろしいかと思うんですけれども。そして（１）の中で書くのはもう

少し内容を限定した書きぶりにされると良いと思います。 

 阿部委員、どうぞ。 

○阿部委員 また細かいワーディングの話で恐縮なんですが、まず４ページの一

番上には２．と入りますね。 

○藤城主査 ここが抜けていますね。 

○阿部委員 それからこれは質問なんですけれども、３０ページのところでさっ

きのアクシデントマネジメントの位置付けのところなので、位置付けの話がなく

なってしまえば消えてしまう文章かもしれないんですが、レベル４の深層防護と

書いてあるんですが、まず細かい点、２点なんですけれども、レベル４の深層防

護というか、こういうもの自体を安全委員会は普通の用語として使うんでしょう

かという質問と、それからもう一つは、レベル４の深層防護とは言わないんです

ね。深層防護の第４段階とか、あるいは第４番目のレイヤーとかそんな話だと思

うんで、ちょっとここは書きぶりと、それからこういうふうに普通に使うんでし

ょうかという質問です。 

○藤城主査 今のところはいかがですか。レベル４の言い方は変えるとしても、

深層防護の第４段階という形で使って良いかどうかというところもあるんですけ

れども、ご意見があれば。 

○早田安全委員長代理 多分ＩＡＥＡの図面を連想しているんだと思うんですけ

れども、現時点でこれを言うんだったら、先ほどの話が全体像をどう考えるかを

考えた上で言うべきものだと思う。要するに、アクシデントマネジメント的なも

のとか防災とかを安全の担保にするのは、私は個人的には変だと思いますけどね。 

○藤城主査 多分ここではなくて、深層防護について何らかの説明をしたところ

で、そこでの話として持ってくるんであればレベルの話は良いんですけれども、

それをもうちょっと。 

○久木田安全委員 深層防護についてももう消えてしまいました２章のところで
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議論を試みたんですけれども、今ありますように安全委員会の深層防護、ＩＡＥ

Ａの深層防護、それぞれの方の考えている深層防護、さまざまなものがあるので、

あえて混乱を引き起こすまでもないので、この検討においては保留しようという

ふうに考えています。 

 レベル４というのは当然の話、ＩＡＥＡの用語ですし、安全委員会としては例

えば設計基準事象をレベル３と関係付けるということも明示的にはまだやってい

ないと私は理解しております。 

○藤城主査 阿部委員、どうぞ。 

○阿部委員 報告書からは、今のレベル４の深層防護という言葉が消えるという

ことで、これは非常に適切なことだと思うんですが、早田安全委員長代理がおっ

しゃるようにこの話は非常に大きな問題ですので、どこかできちんと多分いろい

ろな意見もあると思いますので、議論できればと思っています。ただ、防災もア

クシデントマネジメントも要らないのかという話になりますと、そんなに簡単に

言い切れるのかなと私の方はかなり心配になりますけれども、これは安全委員の

５人のご意見だと思いますけど。 

○早田安全委員長代理 私は要らないと言っているわけではなくて、どういうス

タンスでそれを設けるかというだけのことです。 

○藤城主査 非常に大事な話ではあるんです。本来、もちろん高いレベルの安全

の考え方を示すところでしたところが議論されるような場があると多分非常に良

いんだろうというご意見だと思います。 

 村松委員、どうぞ。 

○村松委員 少しもどりまして、早田安全委員長代理のまとめの（１）のところ

の「リスク評価上はほとんど無視できるであろうとする」というそこの表現につ

いて改善の余地があると指摘されたのではないかと私は思ったんですけれども、

ここをなくしてしまうとそれは非常に、これは根幹になる部分だと思いますので

やはり入れておく必要があって、多分主旨としてはＰＳＡの結果からリスク上の

重要な因子ではないことが明らかになったというような主旨に書き換えれば良い

のではないかと思ったんですが。 

○藤城主査 ありがとうございます。先ほど私が後ろにと言った主旨は、むしろ

上記の対応についての記述について申し上げて、今村松委員のおっしゃることは
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確かにそのとおりでありまして、「リスク評価上は」云々のところは当然前を受

けての記述だと理解しています。 

 阿部委員、どうぞ。 

○阿部委員 昨今の規制にリスク情報を反映するということ自体はごくごく当た

り前のことだと思いますが、こういうのを書く時にはやはり注意が必要で、例え

ばリスク上重要かどうかというだけのことを判断しますと、設計基準事象はリス

ク上重要ではないということになりますよね。我々今、設計基準に議論をしてい

るんですから、そこのところは余り短絡的には書かないでほしいというふうに思

います。 

○藤城主査 「リスク評価上はほとんど無視できるであろう」という言葉が非常

に集約した表現になっているということはおっしゃるとおりなので、そこはもう

少し丁寧な書きぶりにするというのは。 

 久木田安全委員、どうぞ。 

○久木田安全委員 丁寧といいますか、設計基準事象はリスク上関係がないとい

う、現状として選定されている設計基準事象、あるいはその想定内容がリスク低

減の上で余り有効でないものがある、そういうものがあるということは事実とし

てあると思います。 

 ただ、無関係なものだというふうなことにはしたくない。例えば現状では設計

基準事象によって燃焼を防止するということになっていますけれども、そういっ

た格納容器の健全性を直接脅かすものではないところでアンカーという言い方を

しますね。リスクプロファイルのどこかでそのアンカーを打っておくというよう

な考え方というのは、少なくとも当面は有効性を持つだろう。ただ、より有効性

を持つような事象想定に向かって改善する努力が必要だろうというふうに思いま

す。 

○藤城主査 阿部委員、どうぞ。 

○阿部委員 言葉が足りなかったかもしれませんが、私も設計基準事象の防護を

しっかりやるということが最終的にはリスクの低減につながっているわけですか

ら、そこのところは設計基準事象のところを軽視していいなんて全然思っていな

いわけです。だから、そこのところをきちんとやることはとっても大事だと。た

だ、何かの判断する時にリスクが小さいからという一言で済ますような判断は、
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これは危なっかしいなと、そういうことです。 

○藤城主査 ありがとうございました。 

 それでは可児委員、どうぞ。 

○可児委員 今のに関連するんですけれども、単純に２５ページの３．３．１で

書かれたことを余り議論の余地がないようにもう一度書き直せばいいだけの話で

はないですか。 

 ３．３．１はシビアアクシデントのリスク低減の観点でのＦＣＳの有効性、そ

ういうことですね。それを書くという主旨で書かれたんではないですか。 

○藤城主査 多分そうですね、事務局の方。その辺、恐らくそうだと思いますが、

それを参照しながら少し修文をお願いしたいと思います。 

 可児委員、どうぞ。 

○可児委員 ２９ページのまとめの書き出しのところに、例の一般化というか、

「一般に有効な考え方等について抽出を行った」と書いてあるんですが、今や２

章がなくなっていろいろな視点の話も全部抜けているという時に、これは昔の名

残がそのまま残っているという感じがしてですね。 

 それに関係したことが３０ページの（３）で書いてあるんですけれども、結局

これからやっていきましょうというのはそういう感じに終わっているわけで、余

り意味がなくなってきたのかなという気がちょっとするんですよね。だから書き

方を含めて、書くこと自体は良いと思うんですが、もうちょっと整理の仕方があ

るのかなというふうに思うのと、（３）の提言というのはやはり先ほども出てき

ましたけれども、今回ＦＣＳについての検討がメインなので、その検討を受けて

今後指針改訂等についてどういうことをやってほしいかという意味での提言を書

くべきではないかというふうに思います。 

○藤城主査 そこのところは、多分従来の２章のところが完全になくなって一般

化のところだけがここに持ち越されたというところで、確かに一般化への提言に

多少付言するのは良いんですけれども、この報告書そのもののスタンスが前の報

告書案と少し違ってきているところから、この報告書としての役割をもっと基準

部会としての書きぶりに少し工夫を。 

○早田安全委員長代理 さっき２５ページのＢＷＲの可燃性ガスのところを可児

委員が指摘してくださったんですけれども、これはＦＣＳを評価してみたらこう
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だったということなんですが、今のプラントの安全評価の中で同じようなアプロ

ーチでよくよく調べたら、リスクに及ぼす影響がほとんどないと、やってもやら

なくてもいいようなものがあるんだったら、そういうものを除くというんですか、

これについてはこうだということを私はやっても良いんではないか。 

 というのは、今できている指針というのはいろいろ頭で考えて、ここまでやっ

ているのは積み上げですよね。網羅されていると思うんですが、場合によっては

そのことはやらなくても良いとか、そういうものがひょっとしてあるんではない

か。そういうための最初のステップかなとも思ったんですけど。 

○可児委員 それは割に一般的な有効な方法ということになるのかもしれない。 

○藤城主査 今、早田委員おっしゃったことは、そういうような主旨をここに書

くとまさに今回検討したものをエグザンプルとして将来、そういったアクティビ

ティーをもうちょっと広げていく必要があるというのが体系化への提言、書きぶ

りになるかと思うんですね。 

 阿部委員、どうぞ。 

○阿部委員 このワーキンググループそのものの位置付けですけれども、事業者

がこういう提案をしてそれに応じて開いたという形になっていますね。要するに、

今のリスク情報の活用なんかに向けて一番その辺のことをよく知っているのは事

業者だと思いますので、こういう新しい枠組みというのはとても大事だという感

じがします。ですから、これからも事業者には積極的にそういう提案を出してい

ただいて、それに対してちゃんとリーズナブルであればそれに応えるというよう

な形を安全委員会においても、あるいは規制当局にとってもやってほしいという

ふうに思います。 

○藤城主査 どうもありがとうございました。その辺はこういったアクティビテ

ィー全体が示す一つのエグザンプルだと思いますので。 

 どうぞ、電事連。 

○説明者（電気事業連合会 辻倉） 今の阿部委員がおっしゃっていただいたポ

イントは、この検討会のごくごく最初にＦＣＳに限定した形でのご議論になって、

そこから一般論を展開しようという形でステアリングいただいたと思うんですが、

入り口のところでＦＣＳだけではなくて、安全評価に関しての例えば高燃焼度化

の領域も議論があったと思いますし、その他、現行の指針の解釈なり範囲の中で
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安全評価についての新しい知見の取り組みといった観点もごくごく初期の議論が

あったと思いますので、出口としてはＦＣＳだけに限らず、今後、今おっしゃっ

ていただきました切り口ですけれども、いろいろな知見の新しいものについては

積極的に取り組んでいく、あるいは取り組みをアドバンスしていくといった観点

での提言も是非出口にあれば私どもとしてはありがたいなと思います。 

○藤城主査 今コメントいただいたのは、阿部委員の発言と重なるんですけれど

も、多少まとめのところでそういったところに触れるかどうかですね。 

○早田安全委員長代理 入り口のところでいろいろな話が出て、そのまま全部進

んだらまとまらなかったと思うんですね。絞ったのでここまでまとまったと思い

ますから、それを踏まえて次につなげるコメントをまとめればよろしいのではな

いかと思いました。 

○藤城主査 ありがとうございました。では、そういう形でまとめのところをも

う一度整理をし直すということにしていただきます。 

○可児委員 私だけが受ける印象かもしれないですが、３ページの第２パラグラ

フの「本報告書は」という書き出しのパラグラフがあると思うんですが、ここで

「これまでの当ＷＧの検討結果をとりまとめたものである」という言い方をして

いるんですが、なんとなく中間報告書的で、またこれからも進めて別の最終報告

が出るようなニュアンスが感じ取れてしまうんですけれども、違いますよね。 

○藤城主査 これはどうですかね。私としては、このワーキンググループそのも

のは中間報告ではなくて、ある程度体系化のところにもう、一つの成果物として

出すスタンスでまとめた方が、ここまで議論できて、今回報告書としてもかなり

内容を絞ってまとめてきたところから見ると、これを更に中間報告としてその先

というのはちょっとふさわしくないように思いますので、このワーキンググルー

プの中では一応とりあえず、別途指示があればまた別ですけれども、一応ここの

中では閉じた議論をしたいと思うんですけれども。そういった意味では、今ご指

摘があったところの書きぶりは少し事務局の方で工夫していただければと思いま

す。 

 梶本委員。 

○梶本委員 ちょっと前のコメントなんですが、１ページの「はじめに」の１．

１で指針類体系化の方向性ということでたった２行の書き出しがあるんですが、
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内容の割には書き出しが余りにも乱暴に書いてある。これはちゃんと原子力安全

委員会の原子力安全基準専門部会ですか、これが取りまとめたこれこれにおいて

はこういうことが述べられているというのはちゃんと書いた方が良いと思います。 

 そこで質問なんですけれども、引用文献が下に書いてあるんですが、これは原

子力安全委員会だけが書かれていますが、これはこれで正しいんですか。質問で

すが、原子力安全基準・指針専門部会がまとめたんではないんですか。 

○藤城主査 これは専門部会がまとめて安全委員会に報告して、安全委員会のク

レジットになっています。 

 それで最初の「はじめに」の書き出しのところは、多分このワーキンググルー

プが立ち上がる時にちゃんと指示があったわけでして、その辺のところも含めて

いわゆる報告書の書き出しのフォーマットがあるので、そこをもう少し入れてま

とめてください。 

 よろしいですか。 

○阿部委員 今の丁寧に書いていただけるということなのでそれで良いんですけ

れども、１ページのところは昔の体系化の分科会の話ですね。それから１．２の

ところは、今度は体系化検討小委員会の話ですね。ですからそこのところ、分か

りやすく区別して書いてくださいということです。 

○藤城主査 今のところはよろしいですか。 

 丸山委員、どうぞ。 

○丸山委員 ちょっと細かくなってしまうんですけれども、２章でどこか忘れて

しまったんですけれども、９ページにハロゲン５０％の放出という想定がシビア

アクシデントに照らしても著しく大きな保守性と書いてあるんですけれども、著

しくというのが本当なのかなというのが、ＮＵＲＥＧ－１４６５とかを見ると、

例えば炉内放出だけでも３０％ぐらいのよう素が出るということになっています

し、もっと長期で見れば確か６０％とか、ここのよう素というのは何を言ってい

るかというところも問題があると思いますけれども、ちょっとこの表現が気にな

りました。 

○藤城主査 ここのところはちょっと検討した方がよろしいかもしれませんね。

説明文として入っている位置付けですから。要するに過大に想定していることは

確かなんですけれども、シビアアクシデントとして…… 
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○丸山委員 私のちょっと勘違い。これは要するに、デザインベースのことを考

えてということですか。 

○藤城主査 そうですね。今のところ、よろしいですか。 

 では、これで意味としては、ＤＢＡのＬＯＣＡの評価に比べれば。 

○阿部委員 私、記憶が違っているのかもしれませんが、２ページのところでＦ

ＣＳのフルネームをFlammability Control Systemとありますが、Flammability 

gas Control Systemではなかったでしたか。 

○説明者（電気事業連合会 宮田） 確認させていただきたいんですけれども、

基本的にはこの用語だと思います。gasがつくのは、Stand-by Gas Treatment Sy

stemというＳＧＴＳです。 

○阿部委員 では、これで正しいんですね。 

○説明者（電気事業連合会 宮田） 私の方で一度確認させていただきます。 

○藤城主査 よろしいでしょうか。非常にいろいろなところをチェックしていた

だいたと思います。 

 今度は事務局の作業がなかなか大変になると思いますが、この辺を見直しても

らって最終報告書案に仕上げていきたいと思います。 

 それではよろしいですか、今日のこの報告書案についての検討はこのぐらいに

いたしまして、もう一つ資料がございますので。 

 評価手法についてということで、電事連の方からご説明をいただくことになっ

ております。よろしくお願いいたします。 

○説明者（電気事業連合会 吉原） 参考資料第６－１号ということで、以前こ

のワーキングで第１回に格納ワーキング第１－２－４号ということで事業者の方

からご説明させていただいた資料に一部ちょっと誤解を招く表現がございました

ので修正をさせていただきたく思いまして資料を準備させていただきました。 

 修正箇所につきましては、こちらの右下のページで２０ページと２２ページに

ございまして、２０ページでございますが、ＰＷＲの格納容器の健全性評価とい

うことで、格納容器内の温度評価に関する記載でございます。 

 こちらに二重線の四角で囲んでおります箇所が２０ページに３箇所ございまし

て、まずこの一番下からご説明させていただきますと、従前の記載が記載されて

おりませんので申しわけないのでございますけれども、従前はこちらの方に雰囲
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気温度の評価としては田上の式を１倍、それから構造材温度の評価については田

上の式を５倍した熱伝達係数を用いて評価するという書きぶりになってございま

した。 

 その取り扱いにつきましては、今既にそういった取り扱いをしているというの

でなくて、今後の評価方法の例というのが正しい記載でございまして、現状はＰ

ＷＲの場合、格納容器の雰囲気温度が格納容器の最高使用温度を超えるという例

はございませんで、構造材の温度というのは参考に評価をしております。参考に

評価をしている場合があるという程度でございまして、その評価の時に田上の式

の５倍の値を用いているかというと、必ずしもそうではないということで、今後

評価をするとすればそういったことが考えられるということで、現状につきまし

ては熱伝達係数を小さめの１倍にして雰囲気温度を高めに評価ということで、雰

囲気温度と判断基準を比較して雰囲気温度が判断基準を超えないことを確認して

おると、これが現状でございます。 

 今後の評価、構造材温度というものに着目した評価を行う場合においては、現

行の評価方法で得られた高めの雰囲気温度条件を境界条件として改めて構造物の

温度評価を実施し、その際に用いる熱伝達係数については保守的に大きめの値を

使用する、今後はこのような評価をしたいというふうに考えておるということで、

従前の記載ですと既にこういった保守的に大きめの値を使用した評価で構造物温

度評価をやっているように思いましたので、ちょっと修正をさせていただきたい

という点でございます。 

 これに関しまして２２ページでございますが、こちらの方もＣＶ鋼板表面温度

とＣＶ内雰囲気温度ということで、ＰＷＲの３ループプラントでの解析例、安全

審査の補足説明資料から抜粋した例を持ってきてございました。こちらの評価の

結果でございますけれども、これは格納容器の構造材、鋼板表面温度につきまし

ては、雰囲気温度評価での熱伝達係数を使用した結果でございまして、従前です

と熱伝達係数として保守的に大きめの熱伝達係数を使用した解析結果がこのよう

になるというふうに誤解を招きかねなかったというところもございまして、ちょ

っと注釈ということで一番下につけさせていただいております。 

 ですから、これは１倍という雰囲気温度評価に用いた熱伝達係数をそのまま使

用して格納容器の鋼板表面温度を評価した結果でございます。 



－46－ 46

 なお、雰囲気温度評価で使用しているものに比べまして大きい熱伝達係数で仮

に評価を行った場合でもＣＶ鋼板の温度上昇が雰囲気の温度上昇に比べて遅れる

という傾向は変わりませんで、ドーム部の温度のピークは雰囲気温度のピークよ

り数℃低くなるということ、ちょっと解析の図面はございませんけれども、そう

いったことは我々として確認しておるということで、注釈をつけさせていただい

ております。 

 ２０ページにもどりまして、上の方に２つ、ＣＶ圧力及び雰囲気温度の評価に

おける保守的な解析条件、それからＣＶ構造物温度を評価する場合の保守的な解

析条件の例ということで、こちらも四角書きしてございますけれども、こちらの

２つ目の方につきましては、先ほど今後の評価条件の例ということでご説明しま

したので、その例という意味で解析条件の例というのを追加させていただいてお

ります。 

 上の方が、ちょっとややこしい話で申しわけないんですが、従来、「保守的な

解析条件の例」というふうに上の方に例をつけてございました。これは保守的な

解析条件というのは、この下に書いてあるようなもの以外にもあるということで、

一例を挙げるという意味で例をつけてございましたが、今回下の方に「保守的な

解析条件の例」ということで、今後の評価例という意味での例をつけましたので、

混同しないようにこちらの方の例を取らせていただいたと。少しややこしい話で

申しわけございませんけれども、そのように修正をさせていただいております。 

 こちらの資料、誤解を招く表現であったということで、まことに申しわけござ

いませんけれども、今回修正をさせていただきたく思います。 

 以上でございます。 

○藤城主査 今のご説明に対して何かご質問ありますでしょうか。 

 阿部委員、どうぞ。 

○阿部委員 今回、余り問題を蒸し返したくないので私はこのままで構わないん

ですが、少し先のことを考えますと、例えばシビアアクシデントに至る前のとい

うか、デザインベースの中での話と、それからシビアアクシデントのところと同

じなのか違うのかよく分からないんですが、雰囲気の温度で評価するというのと、

構造材の温度で評価するというのとどちらが精度がよく評価できるのかというこ

とについて、私は技術的な知見が余りないのでそこのところよく分からないんで
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すが、一回確認しておいた方が良いような気がしているんです。できるだけ精度

の良いものを評価の対象にするようなことが良いのかなというふうに思ったもの

ですから。 

○藤城主査 これは、これからも検討事項ではあるんですね。今の設計要求とし

ては構造体というのが良いとしても、その先の話ですね。 

 久木田安全委員、どうぞ。 

○久木田安全委員 雰囲気温度が構造材温度、この解析の中身というのは必ずし

も安全審査の中で全面的に詳しく見ているものでないところもありますので、そ

ういうことも含めて今後、より情報の充実を望みたいと思います。 

 それから、ここでの議論に限って言えば、構造材の強度については今議論して

いる温度が若干変わっても大きな影響を受けるものではない。ですからそういう

意味で、余りセンシティブでないということが前提になっています。 

○藤城主査 どうもありがとうございました。 

 よろしければこの評価手法の、ここは書きぶりの修正のところでございますの

で、これについては以上だと思います。 

 それでは、今日の課題となる議論は大体終わったんですが、何かそれ以外に全

体を通じてご説明。 

 久木田安全委員、どうぞ。 

○久木田安全委員 参考資料第６－２号ですけれども、議論の中でご紹介しよう

かと思ったのですが、事務局でまとめたさまざまな設計基準事象、これはいずれ

もＬＯＣＡです。 

 前回も関連のご質問があったかと思いますが、現在の決定論的な安全評価では、

対象とする系統ないし構築物によってさまざまな解析上の過程をアドホックに導

入しているということでして、評価項目というのは安全評価審査指針での項目の

番号ですが、ＥＣＣＳ性能評価、それから今問題になった格納容器の圧力温度の

評価、ＬＯＣＡ時の被ばく評価、可燃性ガス濃度制御評価等について、いずれも

共通するパラメータはあるのですけれども、必ずしも上流側の計算結果をそのま

ま使っているわけではなくて、むしろ例えば水－ジルコニウム反応については５

倍を掛けるとか、保守性を加味したり、あるいは全く無関係に繋がっているよう

な条件設定をしているというのが現状であるということを示すというのが目的で
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す。 

 もちろん、解析条件としてもっとたくさんいろいろなものがあるわけで非常に

単純化したチャートであるということはお断りしておきたいと思います。 

 以上です。 

○藤城主査 どうもありがとうございます。一つの整理として非常に、一覧でき

るものにしてまとめております。 

 よろしいですか。 

 村松委員。 

○村松委員 簡単な質問なんですけれども、被ばく線量の評価のところに「めや

す線量以下」と書いてありますけれども、これは事故に対する判断基準という意

味ですね。 

○藤城主査 それでよろしいですね。 

 では、これは参考資料ということでご理解いただければと思います。 

 それでは、一応全体についてのご意見ももしあればということでありますが、

なければこの辺で少し時間が、予定を時間としては随分ゆっくりとってあったん

ですけれども、事務局への宿題という形でいろいろコメントをされましたので、

次回また更に引き続き議論をしたいと思います。 

 最後に。 

○阿部委員 すみません。参考資料第６－２号、ちょっと気になったところがご

ざいますので言いますと、一つはものすごく単純な話で、右下にある注ですが、

「波線」ではなくて「破線」ですね。 

 それともう一つは、判断基準のところなんですが、判断基準というのは本来、

評価量と合っているはずですね。右３つは評価量と判断基準全部合わせてあるん

ですが、一番左のＥＣＣＳ性能評価のところは、本来、判断基準は例えば被覆管

の最大酸化とかＰＣＴとかそういうものも入っているはずだというふうに思いま

すので。 

○藤城主査 多分それはそういった認識の上で単純化して表示したということで、

コメントはそのとおりだと思います。ありがとうございました。 

 それでは、以上で本日の会合を終了させていただきたいと思いますけれども、

よろしいでしょうか。 
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○阿部委員 今日議論した報告書の取り扱いは、この後、どうなるんでしょうか。 

○藤城主査 今から事務局のこれからの予定を伺おうと思っていたところなんで

すけれども、事務局の方で、今日の資料の取り扱いと今後のこのワーキングとし

てのまとめのところをどういうふうにしていくかという計画として。 

○日高管理官 本日のコメントを踏まえて事務局でまず修正させていただきたい

と思います。そして、各委員に報告書を配付いたしまして、次は２日ですので、

その前に一応集約して、また最終な取りまとめというふうにさせていただければ

と思います。 

○藤城主査 今日、初見でいろいろ大幅な書き直しの原案で議論していましたの

で、多分見切れないところも、特にワーディングなんか細かいところについては

まだあると思いますので、今日の資料ベースでのコメントはできるだけ早めにメ

ールで事務局に追加でいただいて、一方、事務局の方では作業を進めていただい

て、次は３月２日に予定されているわけですけれども、その前にある程度の時点

で一度、事務局としての修正原案を各委員に配っていただいて、ある程度意見を

いただいた上で、多分もう一回ぐらいである程度報告書としてはかなりのものに

したいという事務局の計画だと思いますので、そういう段取りをやって３月２日

に臨みたいと思いますので。よろしいですか、私の方であれなんですが。 

○梶本委員 この資料は、報告書の中には反映。 

○藤城主査 それはどうされますか。 

○久木田安全委員 今までのこの小委員会での資料等で提示したものも含めて、

入れた方が良いというご提案があればそのようにしたいと思います。 

 例えばこれについてはどうしましょうか。あくまで本日の議論の参考というこ

とで紹介したもので、従いまして報告書の中の文章とは関係していないわけです

けれども。 

○藤城主査 梶本委員、何かご意見ございますか。 

○梶本委員 せっかく割と分かりやすくなっているので、どこか引用されて報告

書に反映するというのも良いんではないかなと思います。 

○藤城主査 多分一番簡便なやり方は、多少これの説明、上紙をつけて参考資料

に後ろにくっつけておくと一つの頭の整理というか、今後の作業の整理には役立

つと思うんですが。 
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 阿部委員。 

○阿部委員 参考資料というよりも、これは本論そのものではないかという気が

しているんですね。要するに、今のＦＣＳの評価の前提がＬＯＣＡ、ＥＣＣＳの

評価とどんな関係になっているのかということはこれから体系化の議論をしてい

く時にとても大事なキーポイントだという感じがするんです。ですから、単純に

参考資料とするのではなくて、どこかできちんと説明して使っていただいた方が

良いような気がしているんですけどね。 

○藤城主査 これは少し事務局に宿題としてお願いいたしますか。確かにおっし

ゃるとおりで、中身そのものは非常に体系化という視点からイメージをまとめた

ものなので、どういうふうに組み入れるか少し検討していただけますか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局の方はよろしいですか。 

 それでは、これをもちまして本日の会合を終了させていただきたいと思います。

どうもご検討ありがとうございました。 

午後 ４時２５分 閉会 


